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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　細胞を含む被検液又は被検液中の細胞を処理するための処理液を内部に導入するための
１以上の導入流路と、
　前記被検液又は前記処理液を外部に排出するための排出流路と、
　複数の貫通孔が厚み方向に形成されて、前記導入流路と前記排出流路との間の流路上に
前記被検液又は前記処理液が該貫通孔を通過するように配置されたフィルタと、
　前記導入流路と前記排出流路との間の流路上にあって前記フィルタと前記導入流路の間
に形成される導入領域と、
　前記フィルタと前記排出流路との間に形成される排出領域と、
　前記導入流路の少なくとも一部と、前記導入領域と、前記排出領域とを内部に収容する
筐体部と、を備える細胞捕捉デバイスであって、
　少なくとも１つの前記導入流路上であって前記導入領域との接続部分とは離間した位置
に設けられ、前記導入流路の径よりもその径が大きな空間領域により形成された前処理部
を更に備える細胞捕捉デバイス。
【請求項２】
　前記前処理部は、複数の貫通孔が厚み方向に形成されて、前記処理液又は前記被検液が
該貫通孔を通過するように配置された第２のフィルタを備える請求項１に記載の細胞捕捉
デバイス。
【請求項３】
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　前記空間領域と前記導入領域との間の流路が前記筐体部の外方を経由していることを特
徴とする請求項１又は２に記載の細胞捕捉デバイス。
【請求項４】
　前記導入領域の端部が湾曲していることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記
載の細胞捕捉デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検液中に侵入した特定の細胞をフィルタにより捕捉するための細胞捕捉デ
バイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　「悪性腫瘍」とも呼ばれるがんは進行した場合生体の生命維持に重大な支障をきたすた
め、治療方法について種々検討されている。がん患者の治療方針を決める際の目安になる
ものとして、がんの転移の有無がある。転移はがん細胞が血管又はリンパ管の内部に侵入
し、これらを経由して体中に広がって他の臓器にがん細胞が移り住むことによる。したが
って、血中のがん細胞の有無及びその量の測定は、がんの転移予測をするに際して重要な
情報となる。このような血管又はリンパ管を通じて人の体内を循環するがん細胞は、血中
循環がん細胞（Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｎｇ　Ｔｕｍｏｒ　Ｃｅｌｌ：ＣＴＣ）と呼ばれてい
る。
【０００３】
　転移がんの検査又は抗がんの評価のためにＣＴＣを捕える従来技術としては、例えば、
特許文献１に示すように、ＣＴＣをフィルタで捕獲する方法が知られている。特許文献１
では、フィルタの半導体技術を用いた製造方法、フィルタを収納したセルユニットの形状
、並びに、血液及び処理液を流す流路の構造が示されている。具体的には、フィルタを収
納したセルユニットにがん細胞を含んだ血液を流すことでがん細胞を捕獲し、フィルタ上
に存在する細胞を染色によりがん細胞と同定する構成が示されている。また、特許文献２
、３には、がん細胞及び免疫細胞の少なくとも一方を含む細胞分散液を通過させて、前記
がん細胞及び前記免疫細胞の少なくとも一方に、物理的作用、化学的作用及び生理活性作
用の少なくとも一種を付与することができる細胞処理カートリッジを備える体液処理シス
テムが開示されている。また、特許文献４には、ニッケル基板に微細貫通孔を有するニッ
ケル基板の上下に試料供給口を備えるポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）製上部部材と
試料排出口とを備える下部部材とを備えるマイクロ流体デバイスが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１１／００５３１５２号明細書
【特許文献２】特開２０１０－２２７０１１号公報
【特許文献３】特開２０１０－７５１９１号公報
【特許文献４】特開２０１１－１６３８３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１～４記載の装置を用いた場合、装置の流路内に空気が混入し
た場合には検体の処理の効率を著しく低下させ、さらに測定精度が低下するという懸念が
ある。また、処理液中の異物がフィルタ上に蓄積して細胞捕捉の障害になる懸念もある。
【０００６】
　本発明は上記を鑑みてなされたものであり、特に細胞を捕捉するフィルタ付近への空気
の混入を抑制すると共に液中の異物を除去し、細胞の捕捉に係る処理を再現性よく行うこ
とが可能な細胞捕捉デバイスを提供することを課題とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る細胞捕捉デバイスは、細胞を含む被検
液又は被検液中の細胞を処理するための処理液を内部に導入するための１以上の導入流路
と、前記被検液又は前記処理液を外部に排出するための排出流路と、複数の貫通孔が厚み
方向に形成されて、前記導入流路と前記排出流路との間の流路上に前記被検液又は前記処
理液が該貫通孔を通過するように配置されたフィルタと、前記導入流路と前記排出流路と
の間の流路上にあって前記フィルタと前記導入流路の間に形成される導入領域と、前記フ
ィルタと前記排出流路との間に形成される排出領域と、前記導入流路の少なくとも一部と
、前記導入領域と、前記排出領域とを内部に収容する筐体部と、を備える細胞捕捉デバイ
スであって、少なくとも１つの前記導入流路上であって前記導入領域との接続部分とは離
間した位置に設けられ、前記導入流路の径よりもその径が大きな空間領域により形成され
た前処理部を更に備えることを特徴とする。
【０００８】
　前処理部が導入流路に設けられることで、導入流路を流れる処理液又は被検液に混在す
る気泡が分離して前処理部の空間領域に貯留される。ここで、気泡の比重が液のそれより
も小さいので、分離した気泡は液の上部に移動して貯留される。したがって、前処理部よ
りも後段に配置されるフィルタ近傍へ向けて気泡が混在した処理液又は被検液の供給を抑
制し、細胞の捕捉に係る処理を再現性よく行うことが可能となる。
【０００９】
　ここで、前記前処理部は、複数の貫通孔が厚み方向に形成されて、前記処理液又は前記
被検液が該貫通孔を通過するように配置された第２のフィルタを備える態様とすることが
できる。
【００１０】
　前処理部が第２のフィルタを備えることにより、液体中の異物を除去できるため、フィ
ルタにおける細胞の捕捉に係る処理を再現性よく行うことが可能となる。また、第２のフ
ィルタを前処理部に設けることにより、気泡の除去効果が向上し、細胞の捕捉に係る処理
の精度も向上する。
【００１１】
　また、前記空間領域と前記導入領域との間の流路が前記筐体部の外方を経由している態
様とすることができる。
【００１２】
　この場合、空間領域と導入領域との間の流路を筐体部に設ける構成と比較して、筐体部
内部の構造が複雑化することを防ぐことができるため、製造コストの低減が可能となる。
【００１３】
　また、前記導入領域の端部が湾曲している態様とすることができる。導入領域の端部を
湾曲した形状とすることにより、導入領域５１に気泡が貯留することを更に防ぐことがで
きる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、細胞の捕捉に係る処理を再現性よく行うことが可能な細胞捕捉デバイ
スが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１実施形態に係る細胞捕捉デバイスを含む細胞捕捉装置について説明する図で
ある。
【図２】第１実施形態に係る細胞捕捉デバイスの斜視図である。
【図３】第１実施形態に係る細胞捕捉デバイスの正面図である。
【図４】第１実施形態に係る細胞捕捉デバイスの上面図である。
【図５】第１実施形態に係る細胞捕捉デバイスの分解斜視図である。
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【図６】第１実施形態に係る細胞捕捉デバイスの分解斜視図である。
【図７】第２実施形態に係る細胞捕捉デバイスの斜視図である。
【図８】第２実施形態に係る細胞捕捉デバイスの正面図である。
【図９】第２実施形態に係る細胞捕捉デバイスの上面図である。
【図１０】第２実施形態に係る細胞捕捉デバイスの分解斜視図である。
【図１１】第２実施形態に係る細胞捕捉デバイスの分解斜視図である。
【図１２】第２実施形態の変形例に係る細胞捕捉デバイスの分解斜視図である。
【図１３】第３実施形態に係る細胞捕捉デバイスの正面図である。
【図１４】第３実施形態に係る細胞捕捉デバイスの上面図である。
【図１５】第３実施形態に係る細胞捕捉デバイスの分解斜視図である。
【図１６】第３実施形態に係る細胞捕捉デバイスの分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための形態を詳細に説明する。なお、図
面の説明においては同一要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する。また、本明
細書において「～」を用いて示された数値範囲は、「～」の前後に記載される数値をそれ
ぞれ最小値及び最大値として含む範囲を示す。
【００１７】
（細胞捕捉装置）
　図１は第１実施形態に係る細胞捕捉デバイスを含む細胞捕捉装置の構成を説明する図で
ある。細胞捕捉装置は、被検液である血液をフィルタによってろ過することで血液中に含
まれる細胞を捕捉する装置である。また、フィルタにより捕捉された細胞について、染色
液等の処理液を用いて染色することで、細胞の特定及び細胞の個体数のカウント等が行わ
れる。以下の実施形態では、被検液が血液であり、捕捉対象となる細胞が血中循環がん細
胞（Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｎｇ　Ｔｕｍｏｒ　Ｃｅｌｌ：ＣＴＣ）である場合について説明
するが、この点については限定されない。例えば、被検液としては、血液、リンパ液等が
挙げられ、捕捉対象となる特定の細胞としては、ＣＴＣを始めとする希少細胞、循環内皮
細胞（Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｎｇ　ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ　ｃｅｌｌｓ：ＣＥＣ）、血管
循環内皮前駆細胞（Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｎｇ　ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ　ｐｒｏｇｅｎｉ
ｔｏｒ　ｃｅｌｌｓ：ＣＥＰ）等が挙げられる。
【００１８】
　図１に示すように、細胞捕捉装置１００は、細胞を捕捉するためのフィルタが内部に設
けられた細胞捕捉デバイス１、細胞捕捉デバイス１に対して処理液（試薬）を供給するた
めの軟質チューブからなる処理液流路３、細胞捕捉デバイス１に対して血液を供給するた
めの軟質チューブからなる被検液流路４が設けられている。処理液流路３の上流側には、
互いに異なる処理液（試薬）が入れられている複数の処理液収納容器５が設けられる。処
理液収納容器５に投入される処理液としては、細胞を染色するための染色液、フィルタに
捕捉された細胞等を洗浄するための洗浄液、細胞を変性・変質・腐敗等から保護するため
の固定液、染色液が細胞内部に浸透できるようにするための透過液等が挙げられる。図１
に示す複数の処理液収納容器５は、封止部材５Ａによって封止されているが、この構成は
特に限定されない。
【００１９】
　複数の処理液収納容器５に対してはそれぞれ軟質チューブ６に接続された硬質チューブ
６Ａが挿入されて個別の流路（処理液流路）を形成している。そして、これらの流路が選
択バルブ８に対して接続されており、選択バルブ８を回転させることにより処理液流路３
に対して接続する処理液が選択され、選択された処理液が収容された処理液収納容器５に
対して挿入された硬質チューブ６Ａ及び軟質チューブ６と処理液流路３とが接続される。
なお、硬質チューブ６Ａ及び軟質チューブ６の構成は適宜変更することができる。
【００２０】
　細胞捕捉デバイス１に対して接続する被検液流路４には、内部に被検液として特定の細
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胞を含んだ血液が納められた血液収納容器１０（被検液収納容器）が接続されている。細
胞捕捉デバイス１に対しては、処理液及び血液を同時に供給するのではなく、いずれか一
方を供給する構成となっている。処理液及び血液のいずれの液体を供給するかの制御は処
理液流路３及び被検液流路４のそれぞれに対して取り付けられたバルブ２１、２２によっ
て切り替える。例えば、血液を細胞捕捉デバイス１に対して供給する場合は、バルブ２１
を閉とし、バルブ２２を開とする。バルブ２１、２２としては、軟質チューブを加圧変形
させてその流れを遮断するピンチバルブを用いることができる。
【００２１】
　また、細胞捕捉デバイス１に対して処理液及び血液のうちのいずれかの液体を供給する
場合、細胞捕捉デバイス１の下流側の軟質チューブからなる排出流路９上に設けられたポ
ンプ２４の駆動によって目的の液体を吸引することで液体の供給が行われる。ポンプ２４
は回転数変化により流路中の液体の流速を変えることが可能な構造となっている。ポンプ
２４としては、例えば軟質チューブに対する加圧による蠕動点を順次移動させる蠕動ポン
プ（ペリスタルティックポンプ）を用いることができる。ポンプ１４の駆動により、処理
液、血液等の液体は処理液流路３又は被検液流路４の内部を細胞捕捉デバイス１に向かう
方向に流れ、細胞捕捉デバイス１に供給される。そして、細胞捕捉デバイス１を通過した
液体は、排出流路９を経て廃液容器１６に流れ込む構造となっている。これらの構造によ
り、血液中の細胞が細胞捕捉デバイス１内の流路上に設けられたフィルタによって捕捉さ
れると共に、染色液により細胞が染色される。
【００２２】
　細胞捕捉デバイス１には、処理液又は被検液の前処理を行う前処理部が少なくとも１つ
設けられる。具体的には、細胞捕捉デバイス１へ処理液を供給する処理液流路３に接続さ
れる流路上に処理液の前処理を行う第１前処理部が設けられると共に、細胞捕捉デバイス
１へ血液を供給する被検液流路４に接続される流路上に、被検液の前処理を行う第２前処
理部が設けられる。細胞捕捉デバイス１の詳細については後述する。
【００２３】
　上記の各部の制御は、制御部３０（選択手段）による制御により行われる。具体的には
、選択バルブ８、バルブ２１、２２、２３及びポンプ２４の駆動は、制御部３０からの指
示によって行われる。制御部３０には、上記の各部についての駆動、停止等の制御を可能
とするプログラムを入力するためのプログラム入力機能が備えられていて、これにより入
力されたプログラムによって上記したように各機器を順に動作させる駆動機構が付加され
ている。制御部３０（選択手段）によって液体を流すラインが選択され、その選択結果に
基づいて、制御部３０から上記のバルブの開閉及びポンプの駆動（送液手段）に係る指示
が各部に対して行われる。
【００２４】
（細胞捕捉デバイス）
　次に、第１実施形態に係る細胞捕捉デバイス１について、図２～図６を用いて説明する
。図２は、細胞捕捉デバイスの外観斜視図であり、図３は、細胞捕捉デバイスの正面から
の構成図であり、図４は、細胞捕捉デバイスの上面からの構成図であり、図５及び図６は
、細胞捕捉デバイスの分解斜視図である。
【００２５】
　細胞捕捉デバイス１は、複数の貫通孔１２を有するフィルタ１１を含む枠材１３を蓋部
材５０と収納部材６０とで挟み込んだ構成とされている。蓋部材５０及び収納部材６０が
、筐体部として機能する。フィルタ１１は、蓋部材５０及び収納部材６０を組み合わせた
際にその内部に形成された空間に配置されている。フィルタ１１は、例えば金属からなり
、その厚み方向に複数の貫通孔１２が形成されたものである。
【００２６】
　細胞捕捉デバイス１の寸法は、作業性及び観察性の観点から、上面視における蓋部材５
０の一辺の長さが１０ｍｍ～１００ｍｍであることが好ましく、１５ｍｍ～７０ｍｍであ
ることがより好ましく、２０ｍｍ～３０ｍｍであることがさらに好ましい。また、厚みに
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関しては観察機器の高さ方向の可動範囲の観点から、２ｍｍ～２０ｍｍであることが好ま
しく、３ｍｍ～１５ｍｍであることがより好ましく、５～１０ｍｍであることがさらに好
ましい。なお、細胞捕捉デバイス１をクリップ等により挟んで補強する場合、上記の厚み
にはクリップの厚みは含まれない。
【００２７】
　フィルタ１１に用いられる金属の材質は、金、銀、銅、アルミニウム、タングステン、
ニッケル、クロム及びこれらの金属の合金が例示できるが、これらに限定するものではな
い。また、金属は単体で用いてもよく、機能性を付与するために他の金属との合金又は金
属の酸化物として用いてもよい。価格又は入手の容易さの観点から、ニッケル、銅、金及
びこれらを主成分とする金属を用いることが好ましく、特にニッケルを主成分とする金属
が用いられることが好ましい。また、フィルタ５７がニッケルを主成分とする材料から形
成される場合、ニッケルの表面に金めっきがされていることが好ましい。金めっきによっ
て、フィルタ表面の酸化を防止できるため、捕捉対象の特定の細胞（例えばＣＴＣ等）に
対する付着性が一様となり、データの再現性を高めることができる。なお、条件が合えば
、非金属のフィルタを採用してもよい。
【００２８】
　フィルタ１１の厚みは、３μｍ～１００μｍであることが好ましい。フィルタ１１の膜
厚を上記の範囲とした場合、フィルタの取り扱いが容易であり、精密加工にも適している
。また、フィルタ１１において貫通孔１２が設けられる領域（これは被検液又は処理液が
通過可能な領域に相当する）の大きさは２５ｍｍ２～１０００ｍｍ２が好ましい。２５ｍ
ｍ２～４００ｍｍ２がより好ましく、２５ｍｍ２～２５０ｍｍ２が更に好ましい。フィル
タ１１において貫通孔１２が設けられる領域の大きさが１０００ｍｍ２を超えると、デッ
ドスペースが多くなる。また、フィルタ１１において貫通孔１２が設けられる領域の大き
さが２５ｍｍ２未満だと処理時間が長くなり、フィルタ閉塞等の問題も発生する可能性が
ある。
【００２９】
　フィルタ１１の貫通孔の開口形状は、楕円、円、長方形、正方形、角丸長方形及び多角
形が例示できるが、これらに限定するものではない。角丸長方形とは、端部の角が丸めら
れている長方形のことをいう。角丸長方形の一例として、２つの等しい長さの長辺と２つ
の半円形からなり、長方形の２つの短辺の外側に長方形の短辺の中点を中心とする半円形
状が設けられた形状が挙げられる。なお、捕捉する細胞の種類によって大きさが異なるた
め、フィルタ５７の貫通孔の孔径は、捕捉する細胞の種類に応じて適宜選択することがで
きる。
【００３０】
　フィルタ１１の周囲に設けられる枠材１３は、蓋部材５０と収納部材６０とによって挟
み込まれたときに、密封性を保つことができる部材であれば特に限定されず、例えば、シ
リコーンゴム等を適用することができる。また、密封性を保つという観点において、コー
キング剤等を枠材１３として適用してもよい。
【００３１】
　細胞捕捉デバイス１には、軟質チューブで形成された処理液流路３に接続される処理液
側導入流路３１と、被検液流路４に接続される被検液側導入流路４１とが形成される。ま
た、細胞捕捉デバイス１の蓋部材５０には、処理液側導入流路３１及び被検液側導入流路
４１と連通してフィルタ１１の上方に形成されて液体をフィルタ１１の貫通孔１２に対し
て誘導するための空間となる導入領域５１とが設けられる。すなわち、本実施形態におい
て「導入流路」とは、流路のうち細胞捕捉デバイス１の内部に設けられた処理液側導入流
路３１及び被検液側導入流路４１を指す。また、「処理液流路」、「血液流路」とは、細
胞捕捉デバイス１の処理液側導入流路３１及び被検液側導入流路４１の上流側にそれぞれ
接続される処理液流路３、被検液流路４を指す。
【００３２】
　細胞捕捉デバイス１において、処理液を導入する処理液側導入流路３１上には、処理液
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の前処理を行うための第１前処理部７０が設けられる。また、被検液を導入する被検液側
導入流路４１上には、被検液の前処理を行うための第２前処理部８０が設けられる。以下
の説明では、第１前処理部７０よりも前段の導入流路を処理液側導入流路３１Ａとし、第
１前処理部７０よりも後段の導入流路を処理液側導入流路３１Ｂとすることがある。また
、第２前処理部８０よりも前段の導入流路を被検液側導入流路４１Ａとし、第２前処理部
８０よりも後段の導入流路を被検液側導入流路４１Ｂとすることがある。
【００３３】
　細胞捕捉デバイス１のうち、収納部材６０には、フィルタ１１の下方に形成されて中央
部の深さが周縁部よりも深く形成され、フィルタ１１の貫通孔１２を通過した液体を外部
に排出するための空間となる排出領域６１が設けられる。更に、収納部材６０には、排出
領域６１に対して連通すると共に排出流路９に対して接続され、排出領域６１の液体を外
部に排出するための排出流路９１が設けられる。蓋部材５０と収納部材６０とにより挟み
込まれるフィルタ１１に設けられた貫通孔１２は、捕捉対象となる細胞が通過できない程
度の大きさとされる。
【００３４】
　細胞捕捉デバイス１に対する処理液流路３、被検液流路４及び排出流路９の取付け位置
は、図２～図６に示す位置に制限されない。すなわち、処理液流路３及び被検液流路４は
互いに対向して配置される必要はなく、例えば、細胞捕捉デバイス１を構成する４つの側
面のうちの１つにおいて処理液流路３及び被検液流路４が接続される構成としてもよい。
また、上面に処理液流路３及び被検液流路４が接続される構成とすることもできる。同様
に、排出流路９についてもその取付け位置は適宜変更することができる。処理液流路３、
被検液流路４及び排出流路９の取付け位置は、細胞捕捉デバイス１の処理液側導入流路３
１、被検液側導入流路４１及び排出流路９１に応じて変更されるので、細胞捕捉デバイス
１の処理液側導入流路３１、被検液側導入流路４１及び排出流路９１の配置についても適
宜変更することができる。また、流路の数についても適宜変更することができる。
【００３５】
　細胞捕捉デバイス１に設けられる前処理部について、さらに説明する。前処理部は、流
路を流れる液体中の気泡の除去を行うために設けられる。上述したように、細胞捕捉デバ
イス１による測定の被検液は血液等であることから、より少量の被検液で精度よく測定す
ることが求められる。また、被検液又は処理液中に気泡が混入した場合、デバイスに導入
する体積の精度が低下する。また、気泡がフィルタ上に滞留した場合には、フィルタ上の
導入領域５１を十分に活用することができず、フィルタ１１において細胞を好適に捕捉す
ることが困難となる可能性がある。そこで、本実施形態における細胞捕捉デバイスでは、
処理液側導入流路３１上及び被検液側導入流路４１上のそれぞれに前処理部を設け、フィ
ルタ１１が設けられる導入領域よりも前段で気泡を除去する構成とした。なお、前処理部
は、フィルタ１１が設けられる導入領域よりも前段であり、且つ、導入領域とは離間して
設けられる。すなわち、前処理部と導入領域との間はこれらの領域よりも径が小さい流路
によって接続されている。フィルタ及び前処理部は１つの被検液の測定毎に交換する必要
がある。このように細胞捕捉デバイス１の内部に細胞を捕捉するためのフィルタ１１と被
検液又は処理液の前処理を行う前処理部とを備えることによって、複数の被検液の測定を
連続的に行う際の作業の効率を飛躍的に高めることができる。また、細胞捕捉装置をより
コンパクトな構成にすることができる。
【００３６】
　図３、図５、及び図６等によって示されるように、細胞捕捉デバイス１において、第１
前処理部７０は、蓋部材５０及び収納部材６０によって形成される空間領域として形成さ
れる。第１前処理部７０は、その径が処理液側導入流路３１よりも大きいことを特徴とす
る。前段の処理液側導入流路３１Ａと、後段の処理液側導入流路３１Ｂとの間でその径が
異なる場合、そのうちの径が大きい方の流路の流路径よりも第１前処理部７０の径が大き
くなるように設定される。また、流路に気泡が混入する際に第１前処理部７０において気
泡が滞留できるように、第１前処理部７０の容積に応じて変更され、第１前処理部７０の
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容積が１つの気泡の体積の２倍以上とすることが好ましく、５倍以上であることが更に好
ましい。具体的には、処理液側導入流路３１Ａの径が１ｍｍである場合、流路内での気泡
の長さが１ｍｍ～３ｍｍ程度となる場合がある。したがって、第１前処理部７０の容積は
、１０ｍｍ３以上であることが好ましい。
【００３７】
　第１前処理部７０は、処理液の出口である処理液側導入流路３１Ｂに対して、上方に気
泡を貯留する空間領域が形成されていることが好ましい。細胞捕捉デバイス１では、第１
前処理部７０の上方に上流側の処理液側導入流路３１Ａが設けられ、処理液側導入流路３
１Ａから第１前処理部７０内に処理液が導入される。また、第１前処理部７０の下方に処
理液側導入流路３１Ｂが設けられる。すなわち、第１前処理部７０内において処理液は上
方から下方へと移動する。このときに、第１前処理部７０は、処理液側導入流路３１Ｂへ
の入口よりも上方となる位置に設けられるため、処理液が気泡を含んだまま第１前処理部
７０から処理液側導入流路３１Ｂへ流入することを抑制している。
【００３８】
　図３等に示すように、処理液側導入流路３１Ｂの導入領域５１への導入口（処理液側導
入流路３１Ｂの出口）と、処理液側導入流路３１Ａの第１前処理部７０への導入口（処理
液側導入流路３１Ａの出口）とは、略同一の高さとされている。したがって、第１前処理
部７０よりも後段の処理液側導入流路３１Ｂは、収納部材６０側に設けられている入口よ
りも蓋部材５０側に設けられている出口が高くなっている。したがって、処理液側導入流
路３１Ｂは、収納部材６０、枠材１３及び蓋部材５０を連通するような開口によって形成
される（図３参照）。なお、処理液側導入流路３１Ｂの形成方法は特に限定されず、例え
ば、蓋部材５０、枠材１３及び収納部材６０を形成する際の金型に流路に対応する構造を
設けることで製造してもよいし、貫通孔を設けた後に貫通孔の一部を栓等で塞ぐことで流
路を形成してもよい。
【００３９】
　なお、第２前処理部８０も第１前処理部７０と同様に設けられる。すなわち、第２前処
理部８０は、蓋部材５０及び収納部材６０によって形成される空間領域として形成される
。また、第２前処理部８０の上方に上流側の被検液側導入流路４１Ａの出口（第２前処理
部への導入口）が設けられ、被検液側導入流路４１Ａから第２前処理部８０内に処理液が
導入される。また、第２前処理部８０の下方に被検液側導入流路４１Ｂが設けられる。被
検液側導入流路４１Ｂの導入領域５１への導入口（被検液側導入流路４１Ｂの出口）と、
被検液側導入流路４１Ａの第２前処理部８０への導入口（被検液側導入流路４１Ａの出口
）とは、略同一の高さとされている。したがって、第２前処理部８０よりも後段の被検液
側導入流路４１Ｂは、収納部材６０側に設けられている入口よりも蓋部材５０側に設けら
れている出口が高くなっている。したがって、被検液側導入流路４１Ｂは、収納部材６０
、枠材１３及び蓋部材５０を連通するような開口によって形成される（図３参照）。
【００４０】
　処理液側導入流路３１Ａ、３１Ｂ及び被検液側導入流路４１Ａ、４１Ｂの配置及び形状
は、液体をフィルタ１１の貫通孔１２に対して誘導するための空間となる導入領域５１の
配置と、第１前処理部７０及び第２前処理部８０の配置と、によって決定されることから
、適宜変更することができる。
【００４１】
　この細胞捕捉デバイス１は、フィルタ１１を含む枠材１３を挟んだ状態で、蓋部材５０
と収納部材６０とを重ね合わせることで構成される。このとき、各部材の位置合わせを行
った上で、クリップ等で外周側からこれらを固定する構成としてもよいし、これらを熱圧
着等により固定する構成としてもよい。そして、処理液側導入流路３１、被検液側導入流
路４１、及び排出流路９１に対して、それぞれ処理液流路３、被検液流路４及び排出流路
９を接続することで細胞捕捉装置１００に対して取り付けられる。
【００４２】
　細胞捕捉デバイス１を含む細胞捕捉装置１００では、処理液収納容器５から供給される
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処理液は、細胞捕捉デバイス１の第１前処理部７０を経てフィルタ１１の導入領域５１へ
供給される。このとき、処理液中の気泡は第１前処理部７０の上方へ滞留するため、処理
液内から気泡が除去される。気泡が除去された処理液は、細胞捕捉デバイス１内の処理液
側導入流路３１Ｂを経て導入領域５１、フィルタ１１及び排出領域６１を経て、排出流路
９１から細胞捕捉デバイス１外へ排出される。
【００４３】
　また、血液収納容器１０から供給される血液は、細胞捕捉デバイス１の第２前処理部８
０を経てフィルタ１１の導入領域５１へ供給される。このとき、処理液中の気泡は第２前
処理部８０の上方へ滞留するため、処理液内から気泡が除去される。気泡が除去された処
理液は、細胞捕捉デバイス１内の被検液側導入流路４１Ｂを経て導入領域５１、フィルタ
１１及び排出領域６１を経て、排出流路９１から細胞捕捉デバイス１外へ排出される。
【００４４】
　なお、本発明の実施形態に係る細胞捕捉デバイスは、これらの各装置内及びこれらを接
続するために設けられた流路内を、予め洗浄液、生理食塩水、又は純水等で充填した状態
で用いることが好ましい。
【００４５】
　ここで、本実施形態に係る細胞捕捉デバイス１では、処理液側導入流路３１上に第１前
処理部７０を備えると共に、被検液側導入流路４１上に第２前処理部８０を備える。これ
により、第１前処理部７０又は第２前処理部８０において、処理液又は被検液の内圧が一
時的に下がることで、処理液側導入流路３１を流れる処理液又は被検液側導入流路４１を
流れる被検液に混在する気泡が分離して前処理部の空間領域に貯留される。ここで、気泡
の比重が液のそれよりも小さいので、分離した気泡は液の上部に移動して貯留される。し
たがって、第１前処理部７０又は第２前処理部８０よりも後段に配置されるフィルタ１１
近傍へ向けて気泡が混在した処理液又は被検液の供給を抑制し、細胞の捕捉に係る処理を
再現性よく行うことが可能となる。
【００４６】
　また、細胞捕捉デバイス１では、第１前処理部７０及び第２前処理部８０が、フィルタ
１１が設けられる導入領域との接続部分とは離間して設けられていることで、分離された
気泡が導入領域５１側へ流れることを抑制していることから、細胞の捕捉に係る処理を再
現性よく行うことが可能となる。
【００４７】
　また、細胞捕捉デバイス１では、フィルタ１１が設けられる導入領域５１及び排出領域
６１と、第１前処理部７０と、第２前処理部８０と、が同一の筐体部（蓋部材５０及び収
納部材６０）に収容されている構成である。この場合、処理液側導入流路３１及び被検液
側導入流路４１の長さをより短くすることができる。この細胞捕捉デバイス１を用いて細
胞の捕捉に係る処理を行う場合、気泡の除去の観点からも流路内を全て被検液又は処理液
で満たした上で処理を行うことが必要である。したがって、流路が長い構成とすると、結
果として測定に必要な液量が増加することが考えられる。これに対して、前処理部を一体
化した細胞捕捉デバイス１では、前処理部を設けることによる流路の長大化を防ぐことが
できる。また、前処理部を設けることによる部品点数の増加を防ぐことができるため、取
り扱い性も向上する。さらに、前処理部を別体の構成とした場合と比較して、前処理部を
設けるためのコストも抑制することができる。
【００４８】
　なお、フィルタ１１上面における気泡の除去をさらに確実に行う場合には、フィルタ上
方の導入領域５１における端部（側面同士の境界部及び側面と天面との境界部）が湾曲し
ていることが好ましい。これらの部位に角部があると気泡が残留する可能性がある。した
がって、導入領域５１上方側の端部を湾曲した形状とすることにより、導入領域５１に気
泡が貯留することを更に防ぐことができる。
【００４９】
（第２実施形態）
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　次に、第２実施形態に係る細胞捕捉デバイスについて、図７～図１１を参照しながら説
明する。図７は、細胞捕捉デバイスの外観斜視図であり、図８は、細胞捕捉デバイスの正
面からの構成図であり、図９は、細胞捕捉デバイスの上面からの構成図であり、図１０及
び図１１は、細胞捕捉デバイスの分解斜視図である。
【００５０】
　第２実施形態に係る細胞捕捉デバイス１Ａが第１実施形態に係る細胞捕捉デバイスと異
なる点は以下の点である。すなわち、第１前処理部７０と導入領域５１との間の処理液側
導入流路３１Ｂ、及び、第２前処理部８０と導入領域５１との間の被検液側導入流路４１
Ｂが筐体部としての蓋部材５０及び収納部材６０から外方に突出して取り付けられている
点と、第１前処理部７０及び第２前処理部８０に異物除去フィルタ（第２のフィルタ）が
設けられている点と、が第１実施形態に係る細胞捕捉デバイス１と相違する。
【００５１】
　第１実施形態に係る細胞捕捉デバイスは、筐体部の内部に流路が設けられるため、より
コンパクトな形状を実現することができる。一方で、内部の流路構成が複雑となる可能性
があるため、製造コストが上昇することが考えられる。第２実施形態に係る細胞捕捉デバ
イスは、処理液側導入流路３１Ｂ及び被検液側導入流路４１Ｂについて筐体部の外方を経
由する構成とすることで、筐体部の製造コストの低減が図られている。また、処理液側導
入流路３１Ｂ及び被検液側導入流路４１Ｂは、外方を経由する構成とすることで取り外し
可能な構成となるため、操作性の向上が図られる。
【００５２】
　図７～図１１に示すように、細胞捕捉デバイス１Ａでは、処理液側導入流路３１Ｂ及び
被検液側導入流路４１Ｂが蓋部材５０及び収納部材６０から外方に突出している。処理液
側導入流路３１Ｂ及び被検液側導入流路４１Ｂの取り付け位置（第１前処理部７０、第２
前処理部８０及び導入領域５１に対する接続位置）は、細胞捕捉デバイス１と同じである
。この場合、処理液側導入流路３１Ｂ及び被検液側導入流路４１Ｂは、例えば、シリコー
ンチューブ等によって構成されていてもよいし、金属管等によって構成されていてもよい
。このように、処理液側導入流路３１Ｂ及び被検液側導入流路４１Ｂが外方に突出して取
り付けられている場合であっても、第１前処理部７０又は第２前処理部８０よりも後段に
配置されるフィルタ１１近傍へ向けて気泡が混在した処理液又は被検液の供給を抑制する
ことができ、細胞の捕捉に係る処理を再現性よく行うことが可能となる。
【００５３】
　処理液側導入流路３１Ｂ及び被検液側導入流路４１Ｂがシリコーンチューブ等の柔軟性
のある材料によって構成されている場合、例えば、処理液側導入流路３１Ｂ及び被検液側
導入流路４１Ｂを外部から押圧するバルブ機構等を設ける構成とすることもできる。また
、外部に突出している処理液側導入流路３１Ｂ及び被検液側導入流路４１Ｂを蓋部材５０
及び収納部材６０により構成される筐体部から取り外し可能な構成とすることもできる。
この場合、フィルタ１１を備える筐体部のみを測定装置から取り外して、処理液側導入流
路３１Ｂ及び被検液側導入流路４１Ｂは装置側に取り付けた状態とする等の構成を採用す
ることも可能となる。
【００５４】
　なお、処理液側導入流路３１Ｂ及び被検液側導入流路４１Ｂのいずれか一方のみが外方
に突出した構成であってもよい。この点に関しては適宜変更することができる。例えば、
処理液側導入流路３１Ｂを細胞捕捉デバイス１外に設けることも可能である。すなわち、
細胞捕捉デバイス１を取付ける装置側に処理液側導入流路３１Ｂと同等の流体回路を設け
る構成とすることができる。この方式を採用することにより細胞捕捉デバイス１の形状を
単純化することが可能となる。さらに必要な場合にはこの流路の制御をすることも可能と
なる。
【００５５】
　なお、細胞捕捉デバイス１Ａでは、第１前処理部７０及び第２前処理部８０にそれぞれ
異物除去フィルタ７５、８５が設けられている。異物除去フィルタ８５の厚み方向に形成
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されて、被検液が通過するように配置された複数の貫通孔について、その孔径は、フィル
タ１１の孔径よりも十分大きく且つ捕捉対象の細胞が捕捉されない大きさとされることが
好ましい。この場合、被検液中の異物のみを好適に除去することができると共に、捕捉対
象の細胞を誤って捕捉することを防止できる。また、処理液が複数の貫通孔を通過するよ
うに配置される異物除去フィルタ７５については、孔径等に特に制限はなく、処理液中の
異物除去が可能であればよいが、細胞の捕捉の妨げとなるような大きさの異物は予め除去
されることが好ましい。すなわち、細胞を捕捉するフィルタの孔径と同等又はそれ以下で
あることが好ましい。
【００５６】
　異物除去フィルタ７５、８５に用いられる金属の材質は、金、銀、銅、アルミニウム、
タングステン、ニッケル、クロム及びこれらの金属の合金が例示できるが、これらに限定
するものではない。また、金属は単体で用いてもよく、機能性を付与するために他の金属
との合金又は金属の酸化物として用いてもよい。価格又は入手の容易さの観点から、ニッ
ケル、銅、金及びこれらを主成分とする金属を用いることが好ましく、特にニッケルを主
成分とする金属が用いられることが好ましい。また、異物除去フィルタ７５、８５がニッ
ケルを主成分とする材料から形成される場合、ニッケルの表面に金めっきがされているこ
とが好ましい。金めっきによって、フィルタ表面の酸化を防止できるため、異物除去性能
を高く維持することができる。また、細胞に対して無害なポリマでフィルタの表面を被覆
することが好ましい。ただし、この場合細胞に対する接着性は求められない。
【００５７】
　第１前処理部７０及び第２前処理部８０に、それぞれ異物除去フィルタ７５、８５が設
けられている場合、第１前処理部７０及び第２前処理部８０において異物を除去できるた
め、フィルタ１１における細胞の捕捉に係る処理を再現性よく行うことが可能となる。ま
た、異物除去フィルタ７５、８５を第１前処理部７０及び第２前処理部８０に設けること
により、第１前処理部７０及び第２前処理部８０における気泡の除去効果も向上する。こ
れは、処理液又は被検液が異物除去フィルタ７５、８５を通過することで、異物除去フィ
ルタ７５、８５によって気泡の分離が促進されるものと考えられる。したがって、異物除
去フィルタ７５、８５を備える場合、気泡の除去効果が向上し、細胞の捕捉に係る処理の
精度も向上する。
【００５８】
　なお、第２実施形態における細胞捕捉デバイス１では、フィルタ１１と異物除去フィル
タ７５、８５とが１枚のシート１１Ａによって構成されていて、シート１１Ａの外周に枠
材１３が設けられている（図１０参照）。このように、フィルタ１１、異物除去フィルタ
７５、８５をどのように構成するかは、適宜変更することができる。なお、このように、
１枚のシート１１Ａにより構成する場合、シート１１Ａの上面側又は下面側で第１前処理
部７０、第２前処理部８０、導入領域５１、及び排出領域６１が接続することのないよう
に、弾性部材等を更に配置する構成としてもよい。また、第１前処理部７０及び第２前処
理部８０のいずれか一方のみに異物除去フィルタを配置する構成としてもよい。
【００５９】
　図１２は、細胞捕捉デバイス１においてフィルタ部分の構成の変形例を示す図である。
図１２では、フィルタ用の開口が３カ所に設けられた枠材１３Ａに対して、それぞれ貫通
孔１２を有するフィルタ１１Ｂ、異物除去フィルタ７５Ａ、８５Ａが設けられたものであ
る。このように、フィルタ、異物除去フィルタの構成については種々の変更をすることが
できる。
【００６０】
（第３実施形態）
　次に、第３実施形態に係る細胞捕捉デバイスについて、図１３～図１６を参照しながら
説明する。図１３は、細胞捕捉デバイスの正面からの構成図であり、図１４は、細胞捕捉
デバイスの上面からの構成図であり、図１５及び図１６は、細胞捕捉デバイスの分解斜視
図である。
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【００６１】
　第３実施形態に係る細胞捕捉デバイス１Ｂが第１実施形態に係る細胞捕捉デバイスと異
なる点は以下の点である。すなわち、第２前処理部８０を備えない点が第１実施形態に係
る細胞捕捉デバイス１と相違する。
【００６２】
　細胞捕捉デバイス１Ｂは、被検液側導入流路４１が第２前処理部を経由することなく直
接導入領域５１に接続されている。このため、被検液は、第２前処理部等を経由すること
なく、被検液流路４から導入領域５１に導入される。
【００６３】
　例えば、被検液に関しては気泡が十分に除去されている等の理由から前処理が不要であ
る場合が考えられる。この場合、細胞捕捉デバイス１Ｂのように、第２前処理部を設けな
い構成を採用することで、流路をより短くすることができ、被検液の使用量を減らすこと
ができる。このように、複数の導入流路を有する細胞捕捉デバイスにおいて、一部の導入
流路上においてのみ前処理部を設ける構成としてもよい。その場合であっても、前処理部
を通過した液体からの気泡を除去することができるため、細胞の捕捉に関して再現性を向
上させることができる。
【００６４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明に係る細胞捕捉デバイスは上記に
限定されず、種々の変更を行うことができる。
【００６５】
　例えば、上記実施形態では、細胞捕捉デバイス１が蓋部材５０と収納部材６０とにより
構成されている場合について説明したが、蓋部材５０及び収納部材６０により構成された
筐体部の形状は適宜変更することができる。また、導入流路の数は１以上であればよく、
特に限定されない。
【００６６】
　また、細胞捕捉デバイス１の処理液側導入流路、被検液側導入流路、及び排出流路上に
バルブ等をさらに設けて、デバイス内の液の流れを制御する構成としてもよい。
【符号の説明】
【００６７】
　１…細胞捕捉デバイス、５…処理液収納容器、１０…血液収納容器（被検液収納容器）
、１１…フィルタ、３１…処理液側導入流路、４１…被検液側導入流路、５０…蓋部材、
５１…導入領域、６０…収納部材、６１…排出領域、７０…第１前処理部、８０…第２前
処理部、１００…細胞捕捉装置。
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【図１５】 【図１６】
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